
平成23年２月８日

国 土 交 通 省

都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について

Ⅰ 背景

官民の連携を通じて、都市の国際競争力及び魅力を高め、都市の再生を図るため、特

定都市再生緊急整備地域制度の創設、都市開発事業の一層の促進を図るための新たな金

融支援制度の創設、都市の再生に貢献する工作物に係る道路占用許可基準の特例制度の

創設等の所要の措置を講ずる。

Ⅱ 改正の概要

１．特定都市再生緊急整備地域制度の創設

（１）都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊

急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で

特に有効な地域を、特定都市再生緊急整備地域（以下「特定地域」という ）とし。

て政令で定めることとする。

（２）整備計画の作成及びその実施等

① 都市再生緊急整備協議会は、特定地域における都市開発事業等に関する計画（以

下「整備計画」という ）を作成することができることとし、当該整備計画に都市。

開発事業等の実施主体として記載された者は、これに従い、事業を実施しなければ

ならないこととする。

② 整備計画に記載された都市開発事業等の実施のために必要な都市施設等に関する

都市計画には、施行予定者及び施行予定者である期間を定めることができることと

する。

③ 整備計画に記載された下水熱利用のための設備を有する熱供給施設の整備等に関

する事業を実施する者は、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道の排水施

設から下水を取水し、及び当該排水施設に当該下水を流入させることができること

とする。

④ 協議会は、整備計画に一定の許認可等を要する都市開発事業等を記載しようとす

るときは、許認可等権者の同意を得ることができることとし、当該整備計画が公表

されたときは、当該都市開発事業等の実施主体に対する許認可等があったものとみ

なすこととする。

（３）国土交通大臣は、特定地域内における民間都市再生事業計画の認定について、４

５日以内において速やかに、処分を行わなければならないこととする。

（４）特定地域内の都市再生特別地区において位置付けられた建築物等の敷地として併

せて利用する都市計画施設である道路の区域の上空等について、建築物等を建築で

きることとする。

 

 



２．都市再生事業等の推進

（１）国土交通大臣の認定に係る都市再生事業及び都市再生整備事業の施行に要する費

用の一部について、資金の貸付けによる支援を行うことができることとする。

（２）政府は （１）の貸付け等に要する資金の財源に充てるための借入金又は債券に、

係る債務について、保証契約をすることができることとする。

３．都市再生整備推進法人による都市再生整備計画の作成等の提案制度の創設

都市再生整備推進法人は、市町村に対し、その業務を行うために必要な都市再生整備

計画の作成又は変更をすることを提案することができることとし、市町村は、必要があ

ると認めるときは、その案を作成しなければならないこととする。

４．道路占用許可基準の特例

道路法の特例として、都市再生整備計画区域内において、都市の再生に貢献する一定

の工作物に係る道路占用許可について、無余地性の基準（道路の敷地外に余地がないた

めにやむを得ない場合であること）の適用を除外することとする。

５．都市利便増進協定制度の創設

都市再生整備計画に定められた区域内の土地所有者等又は都市再生整備推進法人は、

都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の一体的な整備又は管理に関する協定（都

市利便増進協定）を締結し、市町村長の認定を申請することができることとし、認定の

あった協定を民間都市機構による支援の対象とすることとする。

６．都市再生整備推進法人制度の拡充

まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって一定の要件に該当

するものを、都市再生整備推進法人の対象として追加することとする。

７．民間都市再生事業計画の認定の申請期限の延長

民間都市再生事業計画の認定の申請期限を、平成２９年３月３１日までとする。

８．その他所要の改正を行うこととする。

Ⅲ 閣議決定日

平成２３年２月８日（火）

問い合わせ先

都市・地域整備局まちづくり推進課 企画専門官 奥原

（法案全般）電話：03-5253-8111（内線：30-612）

都市・地域整備局都市計画課 課長補佐 角野

（都市計画関係）電話：03-5253-8111（内線：32-682）

都市・地域整備局下水道部下水道企画課 課長補佐 堀

（下水道関係）電話：03-5253-8111（内線：34-122）

道路局路政課 課長補佐 富田

（道路占用関係）電話：03-5253-8111（内線：37-332）

住宅局市街地建築課 課長補佐 佐藤

（道路内建築制限関係）電話：03-5253-8111（内線：39-613）

 

 


